
 大 学 院 履 修 に つ い て  シラバスは農大ＨＰで確認できます 

 

履修手続き日程等 

○ 時 間 割 発 表 4 月 2 日（金）午後 1 時（世田谷キャンパス：1 号館学事課掲示板、 

厚木キャンパス：大学院掲示板にて発表） 

○ 履修届提出締切日時 4 月 19 日（月）午後 4 時 時間厳守 

○ 履 修 届 提 出 先 世田谷キャンパス学事課（10 号館 1 階） 

※農学専攻、畜産学専攻及びバイオセラピー学専攻については学生サービス課 

 

課程修了の要件 

○ 博士前期課程及び修士課程の修了要件 

博士前期課程及び修士課程に2年以上在学し、所定の授業科目について必修、選択必修を含め30単位以

上を修得し、かつ必要な研修指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。 

○ 博士後期課程の修了要件 

大学院に 5 年（博士前期課程または修士課程に 2 年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該

課程における 2 年の在学期間を含む。）以上在学し、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。 

 なお、林学専攻、農業経済学専攻、国際バイオビジネス学専攻及び環境共生学専攻においては、所定の授

業科目について必修、選択必修を含め、林学専攻においては、14 単位以上、農業経済学専攻においては 16

単位以上、国際バイオビジネス学専攻においては 18 単位以上、環境共生学専攻においては 12 単位以上を修

得することが必要となる。 

 

履修上の注意 

① 当該専攻の授業科目配当表の「修了年次必修科目」は、修了年次生のみ履修すること。 

② 他専攻の「必修科目」を履修することはできない。 

③ 博士前期課程、修士課程及び環境共生学専攻の学生は、授業科目配当表の「選択必修」の内、専修して

いる科目について修了までに必ず「特論」及び「特論実験又は演習」をペアで修得すること。 

④ 別コマで開講の場合は、いずれかの教員の講義を履修すること。 

⑤ 履修届に記入した科目、各自控えておくこと。 

⑥ 履修届を提出した後に履修を取りやめたい科目がある場合は「履修取消願」を学事課または学生サービス

課に提出すること。（担当教員の確認印があるもの。様式自由） 

⑦ 修了年次生は、所定の修了要件単位数に不足しないよう注意すること。 

 

他専攻聴講について 

① 他専攻の授業科目は、実験・実習・演習を除く「講義科目」について履修することができる。 

② 他専攻の授業科目は、10 単位に限り修了に必要な単位に加えることができる。 

なお、他大学の大学院で履修し、認定を受けた単位と、他専攻聴講で修得した単位は、両方合わせて 10

単位に限り必要な単位とすることができる。ただし、他大学の大学院修得単位の認定については学事課ま

たは学生サービス課に問い合わせること。 

③ 他専攻で修得した単位は、教員免許状取得に必要な単位には含めない。 

④ 博士後期課程の授業科目を履修できるのは、博士後期課程の学生のみ。 

 

 

 



履修届記入上の注意 

① 授業科目配当表の中から履修したい授業科目の「科目コード」「授業科目名」「単位」「担当教員名」を学生

便覧記載順で記入すること。また、別コマ開講（一つの科目をそれぞれの教員が単独で担当する）の場合、

いずれかの教員の名前を必ず記入すること。 

※授業時間割に記載されている科目が平成 22 年度に開講される科目である。 

② 他専攻の授業科目を履修する場合は、所定の記入欄にその科目の「科目コード」「授業科目名」「単位」「担

当教員名」を記入すること。 

 

 

 教 員 免 許 に つ い て   

 

大学院農学研究科で取得できる免許状

大学院農学研究科で取得できる教員免許状の種類は、次の通りである。 

専   攻 課   程 中学校教諭専修免許状 高等学校教諭専修免許状 

農 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

畜 産 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

バ イ オ セ ラ ピ ー 学 専 攻 修 士 課 程  農  業 

バ イ オ サ イ エ ン ス 専 攻 博 士 前 期 課 程 理  科 理  科 

農 芸 化 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

醸 造 学 専 攻 博 士 前 期 課 程 理  科 理  科 

食 品 栄 養 学 専 攻 博 士 前 期 課 程 理  科 理  科 

林 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

農 業 工 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

造 園 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

国 際 農 業 開 発 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

農 業 経 済 学 専 攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

国際バイオビジネス学専攻 博 士 前 期 課 程  農  業 

 

教員免許状取得の条件 

○ 中学・高校専修免許状を取得するためには、下記の条件をすべて満たすこと。 

①当該教科の中学・高校一種免許状を取得していること。 

②大学院当該専攻の単位を 24 単位以上修得すること。 

③修士の学位を取得すること。 

 

その他注意事項 

○ 他専攻聴講で修得した単位は、専修免許状取得に必要な単位数に含めない。 

○ 博士前期課程及び修士課程の修了年次生で、教員免許状を一括申請で申込み希望の者は、世田谷キャン

パスにおいては、9 月後半に掲示をするので必ず教職等支援課 1 号館掲示板を確認すること。また、厚木キ

ャンパスにおいては、4 月の成績表等配付時に説明する。 

○ その他不明な点は、世田谷キャンパスは教職等支援課へ、厚木キャンパスは学生サービス課へ問い合わせ

ること。 

 

 


